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◼本措置について、燃料費調整単価から軽減単価を差し引いた金額に基づき電気料金を算定することから、当社から
お客さまへWEB上（よりそうeねっと等）またはハガキ等でお知らせする内容において表示する「燃料費等調整単価」
は、本措置適用後の単価※をお知らせいたします。

※【例】［低圧］2026年2月分および3月分（2026年1月使用分および2月使用分）
2026年4月分（2026年3月使用分）

◼また、本措置が適用されていることを明示し、以下のとおり、「料金において国による電気料金軽減措置が含まれている」
旨をお知らせいたします。

【「電気ご使用量のお知らせ（ハガキ）」の裏面への記載イメージ】

【別紙３】本措置に係るお客さまへのお知らせ方法について

電気・ガス料金支援について

２０２６年１月使用分（２月分）から３月使用分
（４月分）の電気料金に係る燃料費等調整額には、
以下のとおり国による電気料金軽減措置を含んでい
ます。
○２０２６年１月使用分（２月分）：
使用量×低圧契約：-４円５０銭、高圧契約：-２円３０銭
○２０２６年２月使用分（３月分）：
使用量×低圧契約：-４円５０銭、高圧契約：-２円３０銭
○２０２６年３月使用分（４月分）：
使用量×低圧契約：-１円５０銭、高圧契約：-０円８０銭

なお、東北6県・新潟県以外の住所でご契約中のお客さ
まや定額制のご契約など、詳細は当社ホームページをご
覧ください。

: ▲4.5円/kWhを反映
: ▲1.5円/kWhを反映


